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１．はじめに 

本稿は、2022 年 10 月 23 日の「ぼうさいこくたい」

S-26「災害時のける超法規的措置について考える」

において、筆者が行ったプレゼンテーションをまとめ

たものである。筆者は災害時における超法規的通知に

ついて、佐々木（2020）「震災緩和通知に関する法的

検討」日本災害復興学会論文集第 16 号 14 頁-23 頁、

佐々木（2019）『先例・通知に学ぶ大規模災害への自

主的対応術』（第一法規）第 1 章及び佐々木（2022）
「東日本大震災以降に発出された生命・財産に関係す

る法律及び超法規的通知の実態及び今後の改善のあ

り方に関する研究」（筑波大学社会工学プログラム博

士論文）（1）において、分析を行ってきている。特に、

断りのない場合には、この 3 つの論考を踏まえた記

述となっている。 
 
２．超法規的通知の定義 

 超法規的通知とは、大災害の際に、「法令の文言に

反する運用を認めること」又は「法令に反する運用を

した場合であっても、行政処分を猶予することを認め

ること」を内容とした通知であって、国に各省庁から

地方支分部局又は地方公共団体に発出されたもので

ある。東日本大震災の際に発出されたものは、表 1
の列 D 及び E 及び表 2 のとおりである（2）。 
 なお、表 1 及び図 1 の分析の前提となるデータは、

内閣府公表の「東日本大震災に関連した各府省の規制

緩和等の状況」（平成 24 年 12 月 12 日作成）(3)（以

下「内閣府通知データ」という。）である。 
 表１列 D 及び列 E で示すとおり、相当数の超法規

的通知が発出され、表２から発災後一月の間に大部分

の通知が発出されたことが確認できる。 

表 1 内閣府が収集した通知データの分類 

 

 

 
図 1 発出日別・分野別の内閣府収集通知データ 

 
３．東日本大震災時の超法規的通知に関する議

論 

東日本大震災時における超法規的通知について、国

会会議録から議論を確認すると、表 2 のとおり若干

の議論あるものの、超法規的通知の発出が不十分だと

いう意見が確認できなかった(4)。 
また、発災後約 1 年間の 2021 年 3 月までの朝日新

聞、読売新聞、毎日新聞が実施した被災市町村長に対

するアンケート結果でも、具体的な法令の規制緩和や

超法規的通知の要望は確認できなかった(5)。 
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表 2 国会における超法規的措置に関する議論

 
以上のデータを踏まえると、東日本大震災の際には

国の各省庁から多数の超法規的通知が発出され、また、

それに対する批判は確認できず、また、現地の市町村

長からも批判や不満が確認できないことから、超法規

的通知は実態として、現地のニーズに沿って発出され

たことが強く推測される。 
 
４．東日本大震災時の超法規的通知に関する訴

訟案件 

東日本大震災時には、多数の超法規的通知が迅速に

発出されたことが確認できる。この発出された通知に

関係する事案で訴訟となった案件を盛岡地方裁判所

及び仙台地方裁判所の判決から抽出したところ、以下

の表 3 に示す 3件が確認できた(6)。 
いずれも、内閣府通知データの番号 203 の「損壊

家屋等の撤去等に関する方針」に関係するもので、2
件は行政側が勝訴、1件は行政側が敗訴している。い

ずれの判決においても、判決文で現れている限り、超

法規的通知を引用せずに、「緊急避難の法理」などを

行政側は根拠に適法性を主張している。 
必ずしも、多数ではないものの、行政主体が超法規

的な措置を講じることによって、被災者などが被害を

受けた場合には、損害賠償請求などの訴訟の対象にあ

る可能性はゼロではないことが確認できる。 

このような問題を避けるためには、大災害が発生す

るまえに緊急事態に対応した法改正を行っておくこ

とが望ましい。 
表 3 超法規的通知に関係する判決

 
 
５．東日本大震災時の超法規的通知を踏まえた

法改正の状況 

 超法規的通知が発出された案件については、表 4
で示すとおり、2013 年災害対策基本法改正など、緊

急事態への対応を円滑に行うための改正が実施され

ている。特に、国の緊急事態期における代行権限の拡

大に資する改正は、超法規的通知は発出されていない

ものの、多くの項目で改正が実現している。 
 これに対して、業界団体との調整が難しいと想定さ

れる案件、例えば、外国人医師に対する医師免許特例

の法定化などは実現していない。表 4 のうちメッシ

ュの網掛けの部分は法改正が実現していないことを

意味している。 
 なお、東日本大震災の発災から 10 年以上が経過し

ている現時点では、これ以上の法改正は期待できない。 
 
６．東日本大震災時の経験を踏まえた超法規的

通知の必要性と改善案 

 東日本大震災時に発出した超法規的通知に係る事

案について、既に法改正で措置しているものもあるが、

その一方で未措置のものも存在する。その背景には、

業界団体などとの調整が困難であるという点もある。 
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表 4 超法規的通知に対応した法改正

 
（備考）B 列の塗りつぶしの欄は A 列に該当する法改正が実
施されていないことを意味している。 
大災害の発生後時間が相当の時間がたった現時点

では、追加的に法改正が行われることは期待できない。 
 また、最大限努力をしても、大災害の発生事象はそ

れぞれ異なることが想定されるので、すべての超法規

的対応が想定される場面を事前に想定して対応する

ことも不可能である。 
 このため、将来、大災害が発生する時点においても

超法規的通知が発出される可能性は高いと考えざる

を得ない。 
 以上の認識を前提にすると、将来の超法規的通知を

発出する際に、当該通知を受けて業務を実施する地方

公共団体等が 4．で述べたような紛争に巻き込まれな

いよう、通知自体に改善を図ることが望ましい。 
 具体的には、4．で実際に関係市が主張していた「緊

急避難の法理」を踏まえて、大災害が発生した直後と

いう「緊急性」があり、その措置を講じることの「必

要性」があり、さらに、当該措置によって得られるメ

リットが損害よりも大きいという「相当性」があると

いう要件を通知文にできるだけ明示することが望ま

しいと考える(7)。 
 なお、超法規的通知の改善に関する論点として、表

4 に示している個別法の改正以外に、個別の法律の規

定を示さずに、「地方公共団体は、大規模な自然災害

が発生した場合には、応急対策のための法令の規定に

反した行為をすることができる。」といった規定を法

律に設けるという案も考えられる。 
 ただし、このような規定を創設することは以下の 2
点から慎重であるべきと考える。 

a. 被災者などへの権利侵害のリスクがあること 
b. 具体的な法令運用が適用除外になるかが不明確

だと、現場に近い地方公共団体等では、規定が抽

象的だと、国に適用除外かどうかを問い合わせる

ことになり、結局、迅速な対応ができない 
 
７．より長期的な視点にたった超法規的通知の

改善方針案 

超法規的通知が将来の大規模な自然災害の際に発

出せざるをえないと考えたときに、6．に述べた具体

的な改善案に加えて、より長期的な視点にたって、改

善方針案を提示する。 
第一に、6．に述べたような通知文に「緊急性」「必

要性」「相当性」の要件が必要であることを明示する

ことの必要性を確認したうえで、大規模災害を想定し

た訓練の際に、これらの要件を含んだ超法規的通知案

の作成及び発出を実施に準備してみることが重要で

ある。 
第二に、仮に、大規模な自然災害が発生し、その直

後に超法規的通知を発出した場合には、東日本大震災

際と同様に、政府として、関係省庁から超法規的通知

を収集して、公表することが重要である。この際には、

東日本大震災の時のように通知文の題名に止めず、通

知文の本体も含んで、関係省庁全体の通知発出内容を

公表することが望ましいと考える。 
第三に、超法規的通知が現実には将来においても発

出せざるを得ないとしても、国会の議決なしに関係省

庁の判断だけで法令に反した運用を認めているとい

う問題は依然として残る。大規模な自然災害の際に国

会での法改正の手続きを講じることが困難だとして

も、事後的な国会に関する手続きを設けることが、超

法規的通知を発出した関係省庁が国民に対する説明

責任を果たすという観点からも重要と考える。 
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現行の法制度では、表 5 のとおり、経済危機対応、

感染症対応など様々な法目的に基づいて、それぞれ、

本来は事前に国会の手続きが必要な場合であっても

事後的に国会への報告や承認などの手続きをもって

代える仕組みが存在する。 
大規模な自然災害時に発出された超法規的通知に

関する国会への事後的な対応については、現状におい

て事後的な国会手続きなしに済ませていることを踏

めると、関係省庁にとっての事務負担を大きくしすぎ

ると、関係省庁が超法規的通知の発出に抑制的になっ

てしまう可能性がある。また、災害時においては超法

規的通知に従った措置によって、様々な事実行為、法

律行為が積み重なっていくことから、被災地における

これらの行為の効果を否定することは適切ではない。 
以上の観点を踏まえると、表 5 行 2 の特例（網掛

け部分）と同様に、国会には事後的な報告を行うとと

もに、既に行われた法的効果は影響を受けない形での、

事後的な対応が適切と考える。 
表 5 超法規的通知に対応した法改正 

 
 

８．まとめ 

本稿では、超法規的通知についての実態及びその課

題及び改善方向について、先般の「ぼうさいこくたい」

で論じた内容を紹介したものである。 
法令の運用としては本来適切ではない超法規的通

知が実態として将来においても発出せざるを得ない

という現状認識を踏まえ、超法規的通知の発出の際の

改善方針や事後的な国会手続きなどについて論じた

ものである。将来の大規模な自然災害に備えて、今後

も、超法規的通知に関する具体的な改善策が今後も議

論されることを期待する。 

補注 

(1) 以下の URL 参照。

https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/records/2005689 
（最終閲覧日 2022 年 12 月 14 日） 

(2) 表 1 及び表 2 の算出方法等については、佐々木（2020）
14 頁-16 頁参照。 

(3) 内閣府の以下の HP 参照。

https://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publication/sh
insai.html（最終閲覧日 2022 年 12 月 14 日） 

(4) 国会会議録検索システムから「超法規」又は「規制緩和」

と「東日本大震災」という用語を用いている議事を抽出

した。抽出基準の詳細は、佐々木（2019）6 頁-7 頁参照。 
(5) 佐々木（2019）16 頁注 5）参照。 
(6) 佐々木（2022）91 頁-92 頁参照。 
(7) 詳細な通知文の改善案は、佐々木（2022）102 頁-103 頁

参照。 
 


